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（１） 障害者基本法一部改正 平成２３年８月 

    第１６条第１項では、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ

の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生

徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の

改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」と規定しています。 

 

（２） 中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進」 平成２４年７月 

○ 共生社会の形成に向けて 

 ・共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

 ・インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

  ・共生社会の形成に向けた今後の進め方 

○ 就学相談・就学先決定の在り方について 

  ・早期からの教育相談、支援 

  ・就学先決定の仕組み 

  ・一貫した支援の仕組み 

  ・就学相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割 

○ 障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備 

・「合理的配慮」について 

・「基礎的環境整備」について 

・学校における「合理的配慮」の観点 

・「合理的配慮」の充実 

○ 多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

・多様な学びの場の整備と教職員の確保 

・学校間連携の推進 

・交流及び共同学習の推進 

・関連機関等の連携 

○ 特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等 

・教職員の専門性の確保 

・各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方 

・教職員への障害のある者の採用・人事配置 

 

（３） 中央教育審議会答申「第２期教育振興基本計画について｣  平成２５年４月 

  「基本施策６ 特別なニーズに対応した教育の推進」の中で、「基本的な考え方」、「現状と課題」が

述べられた後、「主な取組」のうち次の２項目が掲げられています。 

Ⅰ  特別支援教育にかかる国や東京都の動向

国の動向 １ 
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  ＜主な取組＞ 

   ○ 円滑な就学手続の実現及び障害のある子どもに対する合理的配慮の基礎となる環境 

整備等 

   ○ 発達障害のある子どもへの支援の充実 

 

（４） 学校教育法施行令の一部改正 平成２５年９月 

 前記（２）のうち、就学相談・就学先決定のあり方について規定されました。 

 

（５） 日本における「障害者の権利に関する条約」の発効 平成２６年２月 

   障害者の権利に関する条約は、平成１８年１２月に国連総会で採択され、平成２０年５月に発効

しました。この後、国では障害者基本法の改正、障害者差別解消法の成立などの国内の法令の整備

を進め、平成２５年１２月に国会で承認され、平成２６年１月２０日に条約の批准書を国連に提出

しました。これにより同条約は、日本においても平成２６年２月１９日から、効力が生じています。 

 

 

 

（１）東京都教育ビジョン（第３次） 平成２５年４月 

 ○ 平成２５年度から２９年度までの５年間を中心に、今後の中・長期的に取り組むべき基本的な方

向性（１０の取組）と主要施策（２３の施策）が示されました。 

 ○ 特別支援教育関連では、取組の方向８「質の高い教育環境を整える」の中で、主要施策１６とし

て「東京都特別支援教育推進計画の着実な推進」が掲げられています。 

 

（２）東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画 平成２２年１１月 

○ 平成２３年度から２８年度までの６年間の計画を策定。 

○ この計画の「第二部 第３章 区市町村における特別支援教育推進体制の整備」の中では、情

緒障害等通級指導学級を利用する児童・生徒が増えている現状から、「小・中学校における発達

障害の児童・生徒に対する新たな特別支援教育推進体制」の構築を図ることとなっています。 

○ 特に、通常の学級に在籍する知的発達に遅れのない発達障害の児童・生徒に対する重層的な支

援体制を整備するため、全ての小・中学校に「特別支援教室」を設置し、専門性の高い教員が巡

回指導を実施する「特別支援教室構想」が示されました。この構想に従って、平成２４年度から

２６年度までモデル事業を実施し、平成２８年度から順次小学校に特別支援教室を導入していく

計画となっています。目黒区では、このモデル事業を受け、情緒障害等通級指導学級の増設や、

特別支援教室の開設を行ってきました。 

(３１～３２ページに平成２５年度発行の特別支援教室周知リーフレットを、また３３ページに

平成２６年度の特別支援教育モデル事業の全体計画を掲載しています。) 

  

東京都の動向 ２ 
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  ＜主な取組＞ 
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（１）東京都教育ビジョン（第３次） 平成２５年４月 

 ○ 平成２５年度から２９年度までの５年間を中心に、今後の中・長期的に取り組むべき基本的な方

向性（１０の取組）と主要施策（２３の施策）が示されました。 

 ○ 特別支援教育関連では、取組の方向８「質の高い教育環境を整える」の中で、主要施策１６とし

て「東京都特別支援教育推進計画の着実な推進」が掲げられています。 

 

（２）東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画 平成２２年１１月 

○ 平成２３年度から２８年度までの６年間の計画を策定。 

○ この計画の「第二部 第３章 区市町村における特別支援教育推進体制の整備」の中では、情

緒障害等通級指導学級を利用する児童・生徒が増えている現状から、「小・中学校における発達

障害の児童・生徒に対する新たな特別支援教育推進体制」の構築を図ることとなっています。 

○ 特に、通常の学級に在籍する知的発達に遅れのない発達障害の児童・生徒に対する重層的な支

援体制を整備するため、全ての小・中学校に「特別支援教室」を設置し、専門性の高い教員が巡

回指導を実施する「特別支援教室構想」が示されました。この構想に従って、平成２４年度から

２６年度までモデル事業を実施し、平成２８年度から順次小学校に特別支援教室を導入していく

計画となっています。目黒区では、このモデル事業を受け、情緒障害等通級指導学級の増設や、

特別支援教室の開設を行ってきました。 

(３１～３２ページに平成２５年度発行の特別支援教室周知リーフレットを、また３３ページに

平成２６年度の特別支援教育モデル事業の全体計画を掲載しています。) 

  

東京都の動向 ２ 
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